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　平成16年12月に犯罪被害者等基本法（以下
「基本法」という。）が制定され、我が国は、
犯罪被害者等（犯罪及びこれに準ずる心身に
有害な影響を及ぼす行為により害を被った方
並びにその御家族又は御遺族をいう。以下同
じ。）の視点に立った施策を講じ、その権利
利益の保護が図られる社会の実現に向けた新
たな一歩を踏み出した。
　基本法において、政府は、犯罪被害者等の
ための施策（以下「犯罪被害者等施策」とい
う。）の総合的かつ計画的な推進を図るため、
犯罪被害者等施策に関する基本的な計画を定
めなければならないこととされている（基本
法第８条第１項）。
　これに基づき、平成17年12月に「犯罪被害
者等基本計画」（平成17年12月27日閣議決定。
以下「第１次基本計画」という。）が、平成
23年３月に「第２次犯罪被害者等基本計画」
（平成23年３月25日閣議決定）が、平成28年
４月に「第３次犯罪被害者等基本計画」（平
成28年４月１日閣議決定。以下「第３次基本
計画」という。）が、それぞれ策定された。
　第３次基本計画は、その計画期間が令和２
年度末までとされていたことから、令和３年
３月に、令和３年度から令和７年度までの５
か年を計画期間とする「第４次犯罪被害者等
基本計画」（令和３年３月30日閣議決定。以
下「第４次基本計画」という。）が策定された。
　第４次基本計画では、第１次基本計画から
第３次基本計画までと同様、基本法第３条の
基本理念等を踏まえた「４つの基本方針」（①
尊厳にふさわしい処遇を権利として保障する
こと、②個々の事情に応じて適切に行われる
こと、③途切れることなく行われること及び
④国民の総意を形成しながら展開されるこ
と）と大局的な課題を指摘した「５つの重点
課題」（①損害回復・経済的支援等への取組、
②精神的・身体的被害の回復・防止への取組、
③刑事手続への関与拡充への取組、④支援等

のための体制整備への取組及び⑤国民の理解
の増進と配慮・協力の確保への取組）が掲げ
られた。
　さらに、令和５年６月６日開催の犯罪被害
者等施策推進会議において、今後実施する取
組として「犯罪被害者等施策の一層の推進に
ついて」（①犯罪被害給付制度の抜本的強化
に関する検討、②犯罪被害者等支援弁護士制
度の創設、③国における司令塔機能の強化、
④地方における途切れない支援の提供体制の
強化及び⑤犯罪被害者等のための制度の拡充
等。以下「令和５年６月推進会議決定」とい
う。）が決定された。
　令和６年度は、第４次基本計画及び令和５
年６月推進会議決定に基づき、犯罪被害者等
施策の推進を図った。
　以下では、関係府省庁において主に令和６
年度中に講じた施策について、第４次基本計
画における５つの重点課題に沿って記述する。


